
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支持基体の主面における所定位置に導体バンプ群を形設する第一工程と、前記支持基体の
主面に合成樹脂系シートの主面を対接させて積層配置して加圧し、前記合成樹脂系シート
の厚さ方向に前記導体バンプ群をそれぞれ貫挿させて貫通型の導体配線部を形成する第二
工程と、前記貫通型の導体配線部

導体バンプ群を形設する第三工程と、その積層物の導体バン
プ形設面に合成樹脂系シートの主面を対接させて積層配置して加圧し、前記合成樹脂系シ
ートの厚さ方向に前記導体バンプ群をそれぞれ貫挿させて貫通型の導体配線部を形成する
第四工程と、前記貫通型の導体配線部を貫挿させた合成樹脂系シートの上面に導電性金属
箔を配置し一体成形する第五工程とを具備し、前記第三及び第四工程を少なくとも 1 回以
上複数回行うことを特徴とする印刷配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、配線層間を貫通型の導体配線部で接続する、高密度な配線および実装を可能と
する信頼性の高い印刷配線板の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、両面印刷配線板もしくは多層印刷配線板において、導電パターン等の配線層の間の
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電気的接続は、次のようにして行っていた。例えば、両面印刷配線板の場合は、両面銅張
基板の所定位置に穴明け加工を施し、穴の内壁面を含めて全面に化学メッキ処理を施して
から電気メッキ処理で穴の内壁面の金属層を厚くして信頼性を高め、配線層間の電気的な
接続を行っている。また、多層印刷配線板の場合は、内層銅張基板両面に貼られた銅箔を
それぞれパターニングした後、そのパターニング面上に絶縁シート（例えばプリプレグ）
を介して銅箔を積層・配置し、加熱加圧により一体化した後、両面印刷配線板のときと同
様に、穴明け加工およびメッキ処理による配線層間の電気的接続を行った後、表面銅箔を
パターニングすることにより４　層の多層印刷配線板を得ている。なお、４　層より配線
層の多い多層印刷配線板の場合は、中間に介挿させる内層銅張基板の枚数を増やす方式で
製造できる。
【０００３】
前記印刷配線板の製造方法において、配線層間の電気的な接続をメッキ処理によらず行う
方法として、両面銅張基板の所定位置に穴明けし、この穴内に導電性ペーストを印刷法な
どにより流し込み、穴内に流し込んだ導電性ペーストの樹脂分を硬化させて、配線層間を
電気的に接続する方法も行われている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、配線層間の電気的接続にメッキ法を利用する印刷配線板の製造方法にお
いては、配線層間の電気的な接続用の基板穴明け（穿穴）加工、穿設した穴内壁面を含め
たメッキ処理工程などを要し、製造工程が冗長であるとともに工程管理も繁雑であるとい
う欠点がある。
【０００５】
一方、配線層間の電気的接続用の穴に、導電性ペーストを印刷などにより埋め込む方法の
場合も、前記メッキ法の場合と同様に基板穴明け工程を必要とする。しかも、穿設した穴
内に、導電性ペーストを均一に流し込むことが難しく、電気的接続の信頼性に問題があっ
た。いずれにしても、前記穴明け工程などを要することは、印刷配線板のコストや歩留り
などに反映し、低コスト化などの要望に対応し得ないという欠点がある。
【０００６】
また、前記メッキ処理あるいは導電性ペースト流込みによる電気的接続ではいずれの場合
にも、印刷配線板の表裏面に、配線層間接続用の導電体穴が設置されているため、その導
電体穴の領域には配線を形成・配置し得ないし、さらに電子部品を搭載することもできな
いので、配線密度の向上が制約されるとともに、電子部品実装密度の向上も阻害されると
いう問題がある。つまり従来の製造方法によって得られる印刷配線板は、高密度配線や高
密度実装による回路装置のコンパクト化、ひいては電子機器類の小型化などの要望に、十
分応え得るものとはいえず、前記コスト面を含め、実用的により有効な印刷配線板の製造
方法が望まれていた。
【０００７】
それに応えるため、発明者は合成樹脂系シートの厚さ方向に、バンプ群をそれぞれ貫挿さ
せて貫通型の導体配線部を形成し、合成樹脂系シートの上面に配置した金属箔を接続する
方法を提案したが、合成樹脂系シートが厚いと導体バンプの径を大きくしなければ合成樹
脂系シートを貫挿させることができず、回路密度や絶縁層厚さの制限があった。
【０００８】
本発明は、上記の欠点や問題点を解消するためになされたもので、導体バンプの貫挿性を
向上させ、かつ貫通型の導体配線部と積層体の導電性金属箔との接続信頼性を向上させ、
歩留り良好でコスト低減に寄与する印刷配線板の製造方法を提供しようとするものである
。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成しようと鋭意研究を重ねた結果、導体バンプ群を形成貫挿さ
せる工程を複数回行うことによって、上記の目的を達成できることを見いだし、本発明を
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完成したものである。
【００１０】
即ち、本発明は、支持基体の主面における所定位置に導体バンプ群を形設する第一工程と
、前記支持基体の主面に合成樹脂系シートの主面を対接させて積層配置して加圧し、前記
合成樹脂系シートの厚さ方向に前記導体バンプ群をそれぞれ貫挿させて貫通型の導体配線
部を形成する第二工程と、前記貫通型の導体配線部

導体バンプ群を形設する第三工程と、その
積層物の導体バンプ形設面に合成樹脂系シートの主面を対接させて積層配置して加圧し、
前記合成樹脂系シートの厚さ方向に前記導体バンプ群をそれぞれ貫挿させて貫通型の導体
配線部を形成する第四工程と、前記貫通型の導体配線部を貫挿させた合成樹脂系シートの
上面に導電性金属箔を配置し一体成形する第五工程とを具備し、前記第三及び第四工程を
少なくとも 1 回以上複数回行うことを特徴とする印刷配線板の製造方法である。
【００１１】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００１２】
本発明の第一及び第三工程において形設する導体バンプ群は、バインダーとなる合成樹脂
に導電性粉末を配合した導電性組成物を用いて形成される。バインダーとなる合成樹脂と
しては、熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂あるいはこれらの混合樹脂が使用できる。例えば、
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリ
ウレタン樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリビニルアルコール樹脂、アクリル樹脂、ビニルウレ
タン樹脂、シリコーン樹脂、α－オレフィン無水マレイン酸樹脂、ポリアミド樹脂、ポリ
イミド樹脂等が挙げられ、これらは単独または　２種以上混合して使用することができる
。また、ここで用いる導電性粉末としては、金粉末、銀粉末、銅粉末、ニッケル粉末、カ
ーボン粉末、表面に導電物層を有する粉末等が挙げられ、これらは単独または　２種以上
混合して使用することができる。導電性組成物は、合成樹脂と導電性粉末を主成分として
配合したものであるが、本発明の目的に反しない程度において、また必要に応じて、粘度
調整用の溶剤、カップリング剤、その外の添加物を配合することができる。ここで用いる
溶剤としては、ジオキサン、ベンゼン、ヘキサン、トルエン、ソルベントナフサ、工業用
ガソリン、酢酸セロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブアセテート、ブチルカ
ルビトールアセテート、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルピロ
リドン等が挙げられ、これらは単独または　２種以上混合して使用することができる。こ
うして得られる導電性組成物を用いてバンプ群を形成する。
【００１３】
導体バンプ群の形成手段としては、比較的厚いメタルマスクを用いた印刷法等が挙げられ
るが、特に制限されるものではない。１　種類の導電性組成物を数回繰り返し印刷して導
体バンプ群を形成するが、異なる２　種以上の導電性組成物を１　種類につき各１　回以
上繰り返し印刷することによって、異なる２　種以上の導電性組成物の２　層以上の導体
バンプを形成することができる。そのバンプ群の高さは一般的に　１００～４００　μｍ
　程度が望ましく、さらに導体バンプ群の高さは　１層の合成樹脂系シートを貫通し得る
高さ及び複数層の合成樹脂系シートを貫通し得る高さとが適宜混在していてもよい。
【００１４】
本発明の第一工程に用いる支持基体、つまりバンプ群が形設される支持基体としては、例
えば剥離性良好な合成樹脂系シート類、もしくは導電性シート（箔）などが挙げられ、こ
の支持基体は　１枚のシートであってもよいし、パターン化されたものでもよく、その形
状は特に限定されない。さらに導体バンプ群は、支持基体の一方の主面だけでなく、両主
面にそれぞれ形設したものを用いてもよい。
【００１５】
本発明の第二及び第四工程において用いる合成樹脂系シートとしては、前記導体バンプ群
が貫挿され、貫通型の導体配線部を形成するもので、その厚さは５０～８００　μｍ　程
度が好ましい。具体的な合成樹脂系シートとして、まず熱可塑性樹脂フィルム、例えば、
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ポリカーボネート樹脂、ポリスルホン樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂、４　フッ化ポリエ
チレン樹脂、６　フッ化ポリプロピレン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂等のシー
ト類が挙げられる。次に、硬化前状態に保持される熱硬化性樹脂シート、例えば、エポキ
シ樹脂、ビスマレイミドトリアジン樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、ポリエステ
ル樹脂、メラミン樹脂等のプリプレグ類が挙げられ、或いは生ゴムシート類、例えば、ブ
タジエンゴム、ブチルゴム、天然ゴム、ネオプレンゴム、シリコーンゴムなどのシートが
挙げられる。これらの合成樹脂系シートは、合成樹脂単独でもよいが無機物や有機物系の
絶縁性充填物を含有してもよく、さらにガラスクロスやマット、有機合成繊維布やマット
、或いは紙等の補強材と組み合わせてなるシートであってもよい。
【００１６】
上述の導電性組成物を用いて導体バンプ群を形設することを第一工程とした支持基体の主
面に、合成樹脂系シート（プリプレグ）主面を対接させて積層配置し、その積層体をその
ままもしくは加熱加圧して合成樹脂系シートに導体バンプ群を貫挿することを第二工程と
するのであるが、そのとき、合成樹脂系シートを載置する基台（当て板）としては、寸法
や変形の少ない金属板もしくは耐熱性樹脂板、例えばステンレス板、真鍮板、ポリイミド
樹脂板（シート）、ポリテトラフロロエチレン樹脂板（シート）等が使用される。この積
層体の加圧に際し、加熱して合成樹脂系シートの樹脂分が柔らかくなった状態で加圧すれ
ば、良好なバンプ群の貫挿をさせることができる。
【００１７】
本発明で最も重要なことは、第二工程を経て導体配線部を形成した積層物に、第一工程と
同様に導体バンプ群を形設する第三工程と、導体バンプ群を形設した積層物に第二工程と
同様に合成樹脂系シートを重ねて貫通型の導体配線部を形成する第四工程を繰り返すこと
にある。そのように合成樹脂系シートの厚さ方向に前記導体バンプ群をそれぞれ貫挿させ
て貫通型の導体配線部を形成する工程を複数回行うことによって、貫挿性を向上させるこ
とである。こうして印刷配線板が製造できる。
【００１８】
【作用】
本発明の印刷配線板の製造方法によれば、合成樹脂系シートの厚さ方向に導体バンプ群を
貫挿させて貫通型の導体配線部を形成する工程を複数回行うことによって、前記導体バン
プ径を大きくすることなく、合成樹脂系シートを容易に貫挿させ、かつ貫通型の導体配線
部と積層体の導電性金属箔との接続信頼性を向上させるものである。
【００１９】
【実施例】
本発明の実施例を図面を用いて具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によって限
定されるものではない。
【００２０】
実施例
図１（ａ）に示したように、厚さ３５μｍ　の電解銅箔を支持基体１として、熱可塑性ア
クリル樹脂系銀ペーストＡをメタルマスク（ステンレス製、板厚　０．２ｍｍ、穴径　０
．４ｍｍ、図示せず）を用いて印刷、乾燥後、同一マスクを用い、同一位置に印刷するこ
とを　４回繰り返し、高さ約　２００μｍ　の導体バンプ２を形成した。次に合成樹脂系
シートとして、ガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸してなる厚さ１００　μｍ　のプリプ
レグ３を用い、積層配置して加圧し、前記プリプレグ３の厚さ方向に、前記バンプ群２を
それぞれ貫挿させて図１（ｂ）に示したように貫通型の導体配線部４を形成した。次いで
、導体バンプ群をそれぞれ貫挿させて貫通型の導体配線部４を形成した前記プリプレグに
、上記熱可塑性アクリル樹脂系銀ペーストＡをメタルマスクを用いて印刷、乾燥硬化後、
同一マスクを用い、同一位置に印刷することを　４回繰り返し、高さ約　２００μｍ　の
導体バンプ２′を形成した。図１（ｃ）に示したように導体バンプ群２′に上記と同様に
してガラスクロスにエポキシ樹脂を含浸してなる厚さ１００　μｍ　のプリプレグ３′を
積層配置して加圧し、プリプレグ３′の厚さ方向に、前記導体バンプ群２′をそれぞれ貫
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挿させて図１（ｄ）に示したように貫通型の導体配線部４′を形成した。次いで図１（ｅ
）に示したように、裏面シート（当て板兼用）として用いる厚さ３５μｍ　の電解銅箔５
を積層配置して加圧し、１７０　℃，５０ｋｇ／ｃｍ２ 　 で９０分間、加熱加圧一体に成
形して両面印刷配線板を製造した。
【００２１】
比較例
図２（ａ）に示したように、支持基体として厚さ３５μｍ　の電解銅箔１１に、熱可塑性
アクリル樹脂系銀ペーストＡをメタルマスク（前出）を用いて印刷、乾燥後、同一マスク
を用い、同一位置に印刷することを　４回繰り返し、高さ約　２００μｍ　の導体バンプ
１２を形成した。次いで導体バンプ群１２を形成した支持基体１１と、裏面シート（当て
板兼用）として用いる厚さ３５μｍ　の電解銅箔１５の上に合成樹脂系シートとして、ガ
ラスクロスにエポキシ樹脂を含浸してなる厚さ２００　μｍ　のプリプレグ１３を用い、
積層配置して加圧し、図２（ｂ）のように、プリプレグ１３の厚さ方向に前記バンプ群を
それぞれ貫挿させて貫通型の導体配線部１４を形成した。次いで、図２（ｃ）のように、
１７０　℃，５０ｋｇ／ｃｍ２ 　 で９０分間、加熱加圧一体に成形して両面印刷配線板を
製造した。
【００２２】
実施例及び比較例で製造した印刷配線板について、バンプ貫通率、スルーホール信頼性を
試験したのでその結果を表１に示した。本発明は優れた特性を示し、本発明の効果を確認
することができた。
【００２３】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２４】
【発明の効果】
以上の説明および表１から明らかなように、本発明の印刷配線板の製造方法によればバン
プの貫挿性を向上させ、かつ貫通型の導体配線部と積層体の導電性金属箔との信頼性を向
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上させ、歩留り良好でコスト低減に寄与する印刷配線板を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１（ａ）～（ｅ）は、本発明の印刷配線板の製造工程を説明する模式図である
。
【図２】図２（ａ）～（ｃ）は、従来方法による貫通型導体配線部の形成工程を説明する
模式図である。
【符号の説明】
１，１１　電解銅箔（支持基体）
２，２′，１２　導体バンプ
３，３′，１３　合成樹脂系シート
４，１４　導体配線部
５，１５　電解銅箔
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